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令和３年 第５回宮崎市教育委員会定例会会議録

１ 日 時 令和３年５月２８日（金） １３：４０～１５：３０

２ 場 所 教育委員会室

３ 出席者 【教育長・教育委員】

西田教育長、 門代表教育委員、畠山委員、柳田委員、片山委員

【事務局】

迫田教育局長

（企画総務課) 川邉課長、井上補佐、川﨑室長、

鬼束主任主事、河野主事

（学校施設課）河野課長

（学校教育課）牧野課長

（教育情報研修センター）堀之内所長

（生涯学習課）中野課長

（保健給食課）大賀課長

（文化財課） 白坂課長

４ 議 案

５ 報 告

番号 件名 説明者

議案第１５号 令和３年度一般会計補正予算案の原案について
教育局長

各課長

議案第１６号 学校運営協議会の設置について 企画総務課長

議案第１７号 学校運営協議会委員の解任について 企画総務課長

議案第１８号 学校運営協議会委員の任命について 企画総務課長

議案第１９号 宮崎市学校関係者評価委員の委嘱について 学校教育課長

議案第２０号
宮崎市青少年育成センター条例施行規則の一部改正

について
生涯学習課長

議案第２１号 宮崎市青少年指導委員の委嘱について 生涯学習課長

議案第２２号
宮崎市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱に

ついて
生涯学習課長

議案第２３号 宮崎市社会教育委員の委嘱について 生涯学習課長

番号 件名 説明者

報告第１９号 新型コロナウイルス感染症に係る対応について 教育局長

報告第２０号 事故等の報告について 学校教育課長

報告第２１号 臨時代理の報告について 学校教育課長



- 2 -

西田教育長 それでは定刻になりましたので、ただ今から、第５回教育委員会

定例会を開会いたします。

本日の傍聴者は、ありません。

それでは、会次第「２ 会議録署名人の指名」です。本日の会議

録の署名人は、私西田と、柳田教育委員を指名させていただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。

委員 異議なし。

西田教育長 では、会次第「３ 行事報告等」に入ります。１ページをお開き

ください。まず、（１）教育長報告ですが、こちらに記載のとおり

となっております。このうち、４月２３日（金）に行われた「令和

３年度第１回宮崎県都市教育長協議会」についてと、「令和３年度

宮崎県市町村教育委員・教育長会議」について、報告いたします。

２ページと、３ページをお開きください。「令和３年度第１回宮崎

県都市教育長協議会」と、「令和３年度宮崎県市町村教育委員・教

育長会議」は、例年、教育情報研修センターでの開催ですが、今回

は、新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、オンラインで開催

されました。「令和３年度第１回宮崎県都市教育長協議会」では本

年度の役員についてや、事業計画案、予算案などの審議が行われま

した。また、同日に行われた県主催の「令和３年度宮崎県市町村教

育委員・教育長会議」では、本年度の教育施策の説明や講演会が行

われました。説明は以上です。

次に、（２）委員報告でございますが、今回の報告案件はございま

せん。

次に、（３）教育局長報告でございますが、５月１0 日（月）、１1

日（火）に開催されました「令和３年第４回宮崎市議会臨時会」に

ついて、また、５月２５日（火）に行われた「常任委員会 各課事

情聴取」について迫田教育局長から報告をお願いします。

迫田教育局長 お配りしている「宮崎市議会常任委員会名簿」をご覧ください。

５月１０日（月）、１１日（火）に臨時会が開催されました。その

中で議長などの役職が決まりました。議長に鈴木一成議員、副議長

に島田健一議員、監査委員に森太議員と黒木恒一郎議員となりまし

た。文教民生委員会は、委員長に近藤慶子議員、副委員長に今田裕

信議員など、委員のメンバーが決まりました。お配りしている「会

派一覧表」は議員が所属をしている会派の一覧であります。また、

５月２５日（火）には文教民生委員会にて「常任委員会 各課事情

聴取」では行われ、事務分掌に基づく各課業務概要と主要事業につ

いて説明を行いました。説明は以上です。

西田教育長 次に、（４）各課行事報告等でございますが、こちらに記載のと

おりとなっております。これまでの報告に対する質問や、各行事に

参加された委員の方でお気づきになった点やこれからの課題、また

感想等ありましたら、お願いいたします。

西田教育長 それでは、他にないようですので、「４ 議事」に入らせていただ

きます。４ページをご覧ください。本日、議案が９件でございます。

議案第１５号「令和３年度一般会計補正予算案の原案について」に

ついては、公開前の案件でございますので、こちらにつきましては、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項により、

非公開としたいと思います。
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西田教育長 それでは続きまして、議案第１６号「学校運営協議会の設置につ

いて」議案第１７号「学校運営協議会委員の解任について」議案第

１８号「学校運営協議会委員の任命について」は関連しますので一

括して事務局から説明をお願いします。

川邉企画総務課長 資料の６ページをご覧ください。

議案第１６号「学校運営協議会の設置について」、

議案第１７号「学校運営協議会委員の解任について」、

議案第１８号「学校運営協議会委員の任命について」、を一括し

て説明させていただきます。

はじめに、今年度設置する学校運営協議会について、ご説明いた

します。資料の７ページをご覧ください。コミュニティ・スクール

につきましては、令和２年８月に広瀬北小学校、生目中学校、大宮

中学校区、清武中学校区の４校区のモデル校を設置いたしました。

今年度は、新たに生目小学校と小松台小学校を含めた生目中学校

区、赤江東中学校区、田野中学校区の３校区に学校運営協議会を設

置するものでございます。なお、生目中学校区につきましては、昨

年度は、中学校単独で学校運営協議会を設置しておりましたが、今

年度は、新たに中学校区での設置となります。

次に、資料の８ページをご覧ください。学校運営協議会委員の解

任についてでございますが、４月１日付けで委員を委嘱しておりま

した清武中学校区の委員から辞任の申出がありましたので、宮崎市

学校運営協議会規則第６条第１項の規定により、委員を解職するも

のでございます。また、併せて新たな委員の推薦がございましたの

で、議案第１８号で任命をするものでございます。

次に、資料１０ページをご覧ください。学校運営協議会委員の委

嘱についてですが、今回新たに設置します生目中学校区、赤江東中

学校区、田野中学校区の３校区、及び清武中学校区の追加の委員を

委嘱するものでございます。今回、任期につきましては、令和３年

６月１日から令和４年３月３１日となっており、女性委員の割合に

つきましては、２０．８％となっております。

なお、コミュニティ・スクールにつきましては、今後、令和５年

度までに市内の全小中学校に導入する予定としています。今年度か

ら、企画総務課教育施策推進室に、「コミュニティ・スクール推進

アドバイザー」を配置しておりますので、アドバイザーによる学校

訪問等を行いながら、導入を順次進めてまいりたいと思っておりま

す。説明は以上です。

西田教育長 それでは、これまでの説明でご質問はありませんでしょうか。田

代アドバイザーが来られているので、一言お願いしてよろしいでし

ょうか。

田代アドバイザー コミュニティスクールの担当をしております、田代でございま

す。今後ともよろしくお願いいたします。

西田教育長 よろしくお願いいたします。それでは、ないようですので、まと

めて、議案第１６号、１７号、１８号についてご承認いただけます

でしょうか。

委員 異議なし。

西田教育長 ご承認ありがとうございます。それでは、次に、議案第１９号「学

校関係者評価委員の委嘱について」事務局から説明をお願いしま

す。
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牧野学校教育課長 次に、議案第１９号「学校関係者評価委員の委嘱について」であ

ります。学校関係者評価委員会は、地域に信頼される開かれた学校

づくりを推進するために、中学校区を単位として校長が推薦した保

護者や地域住民が、学校の自己評価に対して評価を行うことで、学

校運営の現状と課題について共通理解を持ち、解決への建設的な共

同作業を行う事を目的として設置しております。本年度の学校関係

者評価委員は、１４ページから１６ページにありますとおり２０の

中学校校区において、男性９８名、女性５６名、計１５４名が、委

嘱されました。そのうち、新規委嘱者が３５名で女性の割合がおよ

そ２３％となっております。今後、コミュニティスクールが設置さ

れた地域におきましては、学校関係者評価委員にかわって保護者や

地域住民などから構成される学校運営協議会が設けられ、学校運営

の基本方針を承認したり、教育活動などについて、意見を述べたり

といった取組が行われる事になっております。以上です。

西田教育長 ただいまの説明について何かご質問はありますか。よろしいでしょ

うか。ないようですので、議案第１９号「学校関係者評価委員の委

嘱について」ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし。

西田教育長 ありがとうございます。次に、議案第２０号「宮崎市青少年育成

センター条例施行規則の一部改正について」、事務局から説明をお

願いします。

中野生涯学習課長 資料１７ページをご覧下さい。議案第２０号「宮崎市青少年育成

センター条例施行規則の一部改正について」でございます。青少年

指導委員の活動内容の見直しにつきましては、令和元年１２月から

令和２年９月にかけて、計４回。宮崎市青少年育成委員会でその経

営会でも報告を行ってまいりました。指導委員の定数見直しにつき

ましては、あり方検討会での意見をもとに関係する団体からのご意

見を踏まえ、１８５名から１７０名に決定したところでございま

す。本議案は指導委員の定数変更に伴い、青少年育成センター条例

規則の必要になったため提案するものであります。資料１８ページ

をご覧ください。指導委員定数の現行と改正後の定数を提示してお

ります。現行１８５名以内の指導委員定数を１７０名以内に改正す

るものでございます。説明は以上でございます。

西田教育長 ただいまの説明について何かご質問はありますか。よろしいでし

ょうか。それでは、議案第２０号「宮崎市青少年育成センター条例

施行規則の一部改正について」ご承認いただけますでしょうか。

委員 異議なし。

西田教育長 ありがとうございます。次に、議案第２１号「宮崎市青少年指導

委員の委嘱について」、事務局から説明をお願いします。

中野生涯学習課長 資料１９ページをご覧下さい。議案第２１号「宮崎市青少年指導委

員の委嘱について」でございます。青少年指導委員は、市内の中学

校校区を範囲として、地域の皆様や教職員、中学校ＰＴＡ会員など

の皆様を選出いただき、１ヶ月に３回程度、繁華街や問題行動の発

生の恐れがある場所を中心に巡回、指導等を行っていただいており

ます。本議案は、５月３１日をもって、委員の任期が完了する事か

ら、新たな委員を委嘱するために宮崎市青少年指定センター条例第

４条宮崎市青少年育成センター条例施行規則第４条、宮崎市青少年
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指導委員に関する要綱第３条の規定により、委員１６９名を委嘱す

るものでございます。新たな委員１６９名は、２０ページから２６

ページに掲載をしております。任期につきましては、令和３年６月

１日から令和５年５月３１日までの２年間でございます。委員１６

９名のうち、女性委員が５４名で割合は３２％となっております。

説明は以上でございます。

西田教育長 ただいまの説明についてご質問はありませんか。指導委員を選ぶ

ときに、教員をどうするかという議論があったかと思いますが、そ

の中でのお話をお願いします。

中野生涯学習課長 検討会の議論の中で、先生方の働き方改革等もあって、いろいろ

議論があったんですが、検討委員会の中の委員さんの声としては、

やはり学校との連携ということで、学校の先生方に入っていただき

たいということで、今回の委員の選出にあたっても、中学校の先生

方に入っていただくというような選出要領にしております。あわせ

て、学校との情報共有が大切であるということで、街頭指導の前に

でも場を設けるというようなことも、今回の改正の中でできるよう

な改正をしております。

西田教育長 以上のような経過があったと言う事です。よろしいでしょうか。

それでは、議案第２１号「宮崎市青少年指導委員の委嘱について」

ご承認いただけますでしょうか。ありがとうございます。それでは、

議案第２２号「宮崎市青少年育成センター運営協議会委員の委嘱に

ついて」、事務局から説明をお願いします。

中野生涯学習課長 資料の２７ページをご覧下さい。議案第２２号「宮崎市青少年育

成センター運営協議会委員の委嘱について」でございます。宮崎市

青少年育成センター運営協議会は、青少年育成センターの運営に関

し、必要な事項を協議していただく機関でございます。本議案も前

議案と同様に、現在の委員の任期が、５月３１日をもって満了する

事から、宮崎市青少年育成センター条例第５条及び、宮崎市青少年

育成センター条例施行規則第８条の規定により１３名の方を委嘱

するものでございます。委嘱する委員につきましては、２８ページ

に掲載しているとおりでございます。任期につきましては、令和３

年６月１日から令和５年５月３１日までの２年間でございます。委

員１３名のうち、女性委員は４名で割合は３０．７％でございます。

説明は以上でございます。

西田教育長 ただいまの説明に対して、ご質問はございませんか。他にないよ

うでしたら、議案第２３号「宮崎市社会教育委員の委嘱について」、

ご承認いただけますでしょうか。」、" ご承認ありがとうございま

す。以上で、議案９件は承認されました。

それでは、３１ページをご覧ください。報告が３件でございま

す。"事務局から説明をお願いします。

中野生涯学習課長 ２９ページをご覧下さい。議案第２３号「宮崎市社会教育委員の

委嘱について」でございます。提案理由は、委員の任期満了に伴い

新たに委員を委嘱するためでございます。社会教育委員は、社会教

育に関する諸計画の立案や地域の課題解決に向けた調査研究を実

施するとともに、教育委員会からの諮問に応じ、ご意見を述べてい

ただく附属機関でございます。本年５月３１日をもって現在の委員

の任期が満了することから、宮崎市社会教育委員条例第２条の規定

により、３０ページ掲載しておりますとおり、１６名の方を委嘱す
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るものでございます。任期は、令和３年６月１日から令和５年５月

３１日までの２年間でございます。委員１６名のうち、女性委員は

８名で割合は５０％でございます。説明は以上でございます。

西田教育長 ただいまの説明に対して、ご質問はございませんか。それでは、

議案第２３号についてご承認いただけますでしょうか。ありがとう

ございます。以上で、議案９件は承認されました。それでは、３１

ページをご覧ください。報告が３件でございます。報告第１９号「新

型コロナウイルス感染症に係る対応について」報告第２０号「事故

等の報告について」につきましては、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１４条第７項により、非公開としたいと思います

が、いかがでしょうか。

委員 異議なし。

西田教育長 それでは、これより非公開としたいと思います。

西田教育長 それでは、ここで非公開を解除いたします。

次に、会次第「５ その他」に移らせていただきます。委員の皆

さまから、情報提供等がありましたら、お願いいたします。

ないようでしたら、「総合教育会議について」、事務局から説明を

お願いします。

川邉企画総務課長 「総合教育会議について」でございます。今後、教育委員の皆様

に出席いただく会議として、市長との意見交換の場である、総合教

育会議を８月１０日(火）に開催させていただく予定としておりま

す。今回のテーマは、「宮崎市ならではの未来の教室の創造につい

て」とし、準備を進めております。７月の定例教育委員会後に総合

教育会議で扱うテーマについての勉強会も開催を予定しておりま

す。会の詳細につきましては、そのときに、改めて説明させていた

だきます。よろしくお願いします。

西田教育長 只今の説明について何かありませんか。ないようでしたら、続い

て「宮崎市生涯学習推進計画の策定について」事務局から説明をお

願いします。

中野生涯学習課長 「宮崎市生涯学習推進計画の策定について」でございます。お手

元に計画の概要版と策定スケジュールをお配りしておりますが、ま

ずはＡ３版の概要版からご覧下さい。

ご案内のとおり、人生１００年時代となった今、長い人生を豊か

で実りあるものとするためには、市民が生涯を通じ、「集い、学び、

結ぶ」という生涯学習の果たすべき役割がますます重要となってき

ております。

そこで、本市の生涯学習の推進に向けた具体的な取組の指針とす

るべく、本計画の策定について、令和元年度から庁内関係部局によ

る幹事会、部会及び社会教育委員会議において議論を重ねてきたと

ころでございます。裏面が見開きの体系図となっております。

上段に基本理念として「ともに学び合い、支え合う生涯学習社会

の実現」を掲げ、中段には基本目標を「市民が地域とのつながりを

感じ、供に支え合いながら、豊かな生活を送ることができるよう、

生涯にわたり学び続けることができる「まち」を目指す」としてお

ります。

様々なライフステージに応じて学びの場や求められる内容は変

容してまいります。この要請に応え、いかに生涯にわたり学び続け

ることのできる「まち」としていくべきかを体系的にまとめたもの
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が本計画でございまして、計画の期間は本年度から令和９年度まで

の７年間としております。

なお、計画内容の詳細につきましては、この後の勉強会で説明の

お時間をいただいておりますので、この場では割愛させていただき

ます。

次に、別紙Ａ４版の策定スケジュールをご覧下さい。現時点では

計画案の段階でございまして、６月１日から３０日まで、市民の皆

様に本計画案に対するご意見を募集するパブリックコメントを実

施することとしております。

いただいたご意見を基に、必要な修正・協議を行いまして、具体

的な計画案を８月の教育委員会定例会にお諮りしたうえで、本年１

０月からの計画施行を予定しているところでございます。説明は以

上でございます。

西田教育長 具体的な内容については、後で、勉強会で説明すると言う事でよ

ろしいでしょうか。それでは、「６ 次回教育委員会について」、事

務局から説明をお願いします。

川邉企画総務課長 次回の教育委員会についてでございますが、６月３０日（水）１

３時４０分からこの教育委員会室において予定しております。よろ

しくお願いいたします。

西田教育長 ただ今説明のありました日時で、委員会を開催いたしますので、

よろしくお願いいたします。

続きまして、会次第「７ 行事予定」について、事務局から説明

をお願いします。

川邉企画総務課長 （ 行事予定説明 ）

西田教育長 以上をもちまして、第５回定例会を終了させていただきます。


